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第
一
条
中
「
第
八
十
九
項
第
一
号
17
、
第
九
十
二
項
９
、
第
九
十
三
項
９
、
第
九
十
五
項
第
二

号
３
及
び
第
五
号
２
、
第
九
十
六
項
２
、
第
九
十
八
項
７
並
び
に
第
百
二
項
第
十
号
９
及
び
第
十

一
号
11
」
を
「
第
九
十
二
項
第
一
号
17
、
第
九
十
六
項
９
、
第
九
十
七
項
９
、
第
九
十
九
項
第
二

号
３
及
び
第
五
号
２
、
第
百
項
２
、
第
百
二
項
７
並
び
に
第
百
六
項
第
十
一
号
９
及
び
第
十
二
号

11
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
三
号
下
欄
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
第
八
条
第

二
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
及
び
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
十
七
条
第

一
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
九

号
上
欄
中
「
別
表
第
八
十
九
項
第
一
号
17
」
を
「
別
表
第
九
十
二
項
第
一
号
17
」
に
改
め
、
同
表

第
十
号
上
欄
中
「
別
表
第
九
十
二
項
９
」
を
「
別
表
第
九
十
六
項
９
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号

上
欄
中
「
別
表
第
九
十
三
項
９
」
を
「
別
表
第
九
十
七
項
９
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
上
欄
中

「
別
表
第
九
十
五
項
第
二
号
３
」
を
「
別
表
第
九
十
九
項
第
二
号
３
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号

上
欄
中
「
別
表
第
九
十
五
項
第
五
号
２
」
を
「
別
表
第
九
十
九
項
第
五
号
２
」
に
改
め
、
同
表
第

十
四
号
上
欄
中
「
別
表
第
九
十
六
項
２
」
を
「
別
表
第
百
項
２
」
に
改
め
、
同
表
第
十
五
号
上
欄

中
「
別
表
第
九
十
八
項
７
」
を
「
別
表
第
百
二
項
７
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
号
上
欄
中
「
別
表

第
百
二
項
第
十
号
９
」
を
「
別
表
第
百
六
項
第
十
一
号
９
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
号
上
欄
中
「
別

表
第
百
二
項
第
十
一
号
11
」
を
「
別
表
第
百
六
項
第
十
二
号
11
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
中
「
別
表
第
百
二
項
第
一
号
６
及
び
７
、
」
を
「
別
表
第
百
六
項
第
一
号
６
及
び
７
、
」

に
、
「
第
六
号
13
及
び
14
並
び
に
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
６
及
び
７
、
第
七
号
13
及
び
14
並

び
に
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
一
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
二
項
第
一
号
６
」
を
「
別
表

第
百
六
項
第
一
号
６
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
二
項
第
二
号
６
」
を
「
別
表

第
百
六
項
第
二
号
６
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
二
項
第
三
号
７
」
を
「
別
表

第
百
六
項
第
三
号
７
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
二
項
第
四
号
７
」
を
「
別
表

第
百
六
項
第
四
号
７
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
二
項
第
十
二
号
」
を
「
別
表
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規  則 

 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成25年３月26日 

埼玉県公安委員会委員長 靑 葉 昌 幸 

埼玉県公安委員会規則第３号 

   埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条の２第１項の表(7)の項ウに次のように加える。 

  (ｶ) 総務省設置法（平成11年法律第91号）に基づく電波の監視若しくは電波の質の是正又

    は不法に開設された無線局若しくは不法に設置された高周波利用設備の探査（以下こ

    の条において「電波の監視等」という。）のために使用中の車両 別記様式第１の９

    の標章 

 第２条の２第１項の表(7)の項エ中「別記様式第１の９」を「別記様式第１の10」に改め、

同項オ中「別記様式第１の10」を「別記様式第１の11」に改め、同条第２項中「左欄」を「次

の表の左欄」に、「又は執行官の強制執行等」を「、執行官の強制執行等又は電波の監視等」

に改め、同項の表前項の表(2)の項のカに掲げる車両の項中「別記様式第１の11」を「別記様

式第１の12」に改め、同表前項の表(6)の項のケ及び(7)の項のウに掲げる車両の項中「別記様

式第１の12」を「別記様式第１の13」に改め、同表前項の表(7)の項のエに掲げる車両の項中

「別記様式第１の13又は」を削る。 

 別表２の285の項中「伊奈町道15号」を「伊奈町道15号線」に改め、同表に次のように加え

る。 

295 伊奈町道第11号線 北足立郡伊奈町栄１丁目96番地先から 

北足立郡伊奈町大字小室字志ノ﨑1897番３地先まで 

296 県道蓮田鴻巣線 北足立郡伊奈町大字小室字志ノ﨑1897番３地先から 

北足立郡伊奈町大字小室字浅間2931番１地先まで 

297 県道上尾環状線 北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4137番１地先から 

北足立郡伊奈町大字小室字別所2960番５地先まで 

298 伊奈町道第4080号線 北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4137番１地先から 

北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4122番１地先まで 

 



299 伊奈町道第16号線 北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4122番１地先から 

北足立郡伊奈町大字小室字宮寺5048番４地先まで 

300 県道蓮田鴻巣線 北足立郡伊奈町大字小室字宮寺5048番４地先から 

北足立郡伊奈町大字小室字間松10034番10地先まで 

301 上尾市道1026号線 上尾市大字平塚字中通1696番６地先から 

上尾市大字平塚字中通1813番１地先まで 

302 上尾市道1025号線 上尾市本町３丁目900番地先から 

上尾市大字平塚字荒井1645番１地先まで 

303 一般国道122号 さいたま市岩槻区大字馬込字四番708番３地先から 

さいたま市岩槻区大字馬込字弐番282番２地先まで 

  別記様式第１の２中「別記様式第１の２」を「別記様式第１の２（第２条の２関係）」に

 改める。 

  別記様式第１の３中「別記様式第１の３」を「別記様式第１の３（第２条の２関係）」に

 改める。 

  別記様式第１の４中「別記様式第１の４」を「別記様式第１の４（第２条の２関係）」に

 改める。 

  別記様式第１の５中「別記様式第１の５」を「別記様式第１の５（第２条の２関係）」に

 改める。 

  別記様式第１の６中「別記様式第１の６」を「別記様式第１の６（第２条の２関係）」に

 改める。 

  別記様式第１の７中「別記様式第１の７」を「別記様式第１の７（第２条の２関係）」に

 改める。 

  別記様式第１の８中「別記様式第１の８」を「別記様式第１の８（第２条の２関係）」に

 改める。 

  別記様式第１の13を削り、別記様式第１の12を別記様式第１の13とし、別記様式第１の11

 を別記様式第１の12とする。 

  別記様式第１の10中「別記様式第１の10」を「別記様式第１の10（第２条の２関係）」に

 改め、同様式を別記様式第１の11とする。 

  別記様式第１の９中「別記様式第１の９」を「別記様式第１の９（第２条の２関係）」に

 改め、同様式を別記様式第１の10とし、別記様式第１の８の次に次の１様式を加える。 



別記様式第１の９（第２条の２関係） 

    第    号 

    年 月 日発行 

不法無線局探査使用中 

     車両番号                    号 

     運転者の連絡先／用務先   別紙のとおり 

     有効期限       年   月   日 

 

埼玉県公安委員会   印  

 

 

（裏 面 記 載 事 項） 

注意事項 

１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用で 

  きません。 

※ 次のような駐車はできません。 

 ● 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条及び同法第75条の８） 

 ● 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 

 ● 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 

 ● 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 

 ● 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 

２ この標章は、被交付者等が表面記載の車両を現に使用中の場合以外使用できません。 

３ この標章を使用する場合は、連絡先／用務先を読みやすく記載した紙とともに車両前面の見や

すい箇所に掲出してください。 

４ 現場において、警察官等の指示があった場合は、その指示に従ってください。 

５ この標章を不正に使用した場合には返納を命ぜられることがあります。 

６ 次の場合は、この標章（(2)の場合は発見した標章）を速やかに返納してください。 

 (1) 有効期限が経過したとき。 

 (2) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。 

 (3) 使用する必要がなくなったとき。 

☐被交付者等 

 住所                           氏名               

   （注） 大きさは、縦 13 センチメートル、横 18 センチメートルとする。 

 

 

 

 

 

 

駐車禁止除外指定車 



   附 則 

１  この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に改正前の埼玉県道路交通法施行細則第２条の２第１項の表(7) 

  の規定により交付されている別記様式第１の９及び別記様式第１の10の標章の効力について

  は、当該標章の有効期限までの間は改正後の埼玉県道路交通法施行細則の規定にかかわら  

  ず、従前の例による。 

 

 



規 
 

則 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

金 

野 

俊 

男 

 埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
二
四 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
四
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
中
「
社
団
法
人
埼
玉
県
商
工
会
議
所
連
合
会
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日
に
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
社
団 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

社
団 

法
人
埼
玉
県
商
工
会
議
所
連
合
会
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日
に
社
団
法
人
埼
玉
県
商
工
会 

法
人
全
国
競
輪
施
行
者
協
議
会
（
昭
和
五
十
一
年
四
月
三
十
日
に
社
団
法
人
全
国
競
輪
施
行
者
協 

議
所
連
合
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

議
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 
 

」 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

に
改
め
る
。 

団
法
人
埼
玉
県
商
工
会
議
所
連
合
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
」
を

を 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
新
座
市
障
害
者
を
守
る
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

石
井 

英
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
新
座
市
道
場
一
丁
目
十
三
番
五
十
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
が
豊
か
な
地
域
生
活
を
お
く
れ
る
よ
う
支
援
し
、
障
害
者
の
福
祉
の

充
実
と
社
会
参
加
の
促
進
を
図
り
、
障
害
者
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
づ
く
り
を

目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人y.project 

三 

代
表
者
の
氏
名 

柳
原 

里
実 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
深
谷
市
小
前
田
千
百
九
十
二
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
大
里
郡
寄
居
、
深
谷
地
域
の
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
し
、
安
心
安
全
で
健
や

か
な
食
生
活
を
提
供
し
、
誰
も
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
で
、
福
祉
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号



告 
 

示 

 
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表

の
水
域
の
欄
に
掲
げ
る
公
共
用
水
域
を
同
表
の
類
型
の
欄
に
掲
げ
る
類
型
を
当
て
は
め
る
水
域
と

し
て
指
定
し
、
当
該
水
域
に
係
る
基
準
値
の
達
成
期
間
を
同
表
の
達
成
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

備
考 

類
型
の
欄
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
四 

 
 

十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
）
の
別
表
２
の
１
の
⑴
の
ア
の
表
に
掲
げ
る
類
型
を
示
す
。 

 

  

新
河
岸
川 

白
子
川 

水 

域 

Ｃ Ｃ 

類 

型 

直
ち
に
達
成 

直
ち
に
達
成 

達 

成 

期 

間 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号



告 
 

示 

  
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
あ
て

は
め
る
水
域
の
指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

「 
 

新
河
岸
川 

 
 

 
 

 
 

Ｄ 
 

直
ち
に
達
成 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

白
子
川 

 
 

 
 

 
 

 

Ｄ 
 

直
ち
に
達
成 

 

」 

中
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
表
」
を
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
ア
の
表
」
に
改
め
る
。 

      

表
中 

を
削
り
、
同
表
の
備
考 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
加
須
市
か
ら
加
須
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

花
園
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
荒
川
八
百
五
十
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

（
変
更
前
）
八
千
五
百
七
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
九
千
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
〇
八
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
六
四
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
〇
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
一
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

五
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

五
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

一
三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

一
二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
一
時
か
ら
午
後
十
時 

荷
さ
ば
き
施
設
② 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

荷
さ
ば
き
施
設
③ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号



（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

荷
さ
ば
き
施
設
② 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

荷
さ
ば
き
施
設
③ 

午
前
六
時
か
ら
午
前
十
時 

荷
さ
ば
き
施
設
④ 

午
前
一
時
か
ら
午
前
六
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

追
加
す
る
区
域

な
し

二

削
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号



saitamaken
閉じた多角形

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
テキストボックス
別図

saitamaken
テキストボックス
凡例　削除する区域

saitamaken
四角形

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線

saitamaken
線



告 
 

示 
 

 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
種
足
野
通
川
地
区
（
区
画
整
理
事
業
）
の
工
事
を
平
成
二
十
四
年
三
月 

 

二
十
三
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号



告 
 

示 

  
神
流
川
頭
首
工
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

神
流
川
頭
首
工
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

神
流
川
頭
首
工
管
理
規
程
（
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

「
第
二
章 

水
位
、
取
水
及
び
放
流
」
を
「
第
二
章 

水
位
、
取
水
、
放
流
及
び
ゲ
ー
ト
の
操

作
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
標
高
一
一
二
・
一
二
七
メ
ー
ト
ル
を
上
限
と
し
、
標
高
一
一
一
・
八
二
七

メ
ー
ト
ル
を
下
限
」
を
「
標
高
Ｙ
Ｐ
一
一
二
・
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
（
以
下
「
基
準
水
位
」
と
い
う
。
）
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
水
門
上
流
部
」
を
「
頭
首
工
上
流
地
点
の
右
岸
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

           

第
七
条
第
一
項
中
「
取
水
ゲ
ー
ト
の
内
側
に
取
り
付
け
ら
れ
た
量
水
器
」
を
「
旧
神
流
川
幹
線

水
路
及
び
新
神
流
川
幹
線
水
路
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
と
流
量
計
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削

る
。 

 

「
第
三
節 

放
流
」
を
「
第
三
節 

放
流
及
び
ゲ
ー
ト
の
操
作
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
頭
首
工
」
を
「
知
事
は
、
頭
首
工
」
に
、
「
、
標
高
一
一
二
・
一
二
七
メ
ー
ト
ル

を
超
え
た
と
き
は
、
土
砂
吐
水
門
を
順
次
開
扉
し
、
」
を
「
基
準
水
位
を
超
え
て
上
昇
す
る
と
き

は
、
土
砂
吐
ゲ
ー
ト
を
開
け
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
標
高
一
一
二
・
一
二
七
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
り
」
を
「
基
準
水
位
ま
で
低
下
し
」

に
、
「
解
除
す
る
」
を
「
解
除
し
、
そ
の
旨
を
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
機
関
に
連
絡
す
る
」
に
改

十
月
六
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で 

九
月
一
日
か
ら
十
月
五
日
ま
で 

七
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で 

五
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で 

五
月
一
日
か
ら
五
月
二
十
五
日
ま
で 

取 
 

水 
 

期 
 

間 

一
・
七
七
〇 

九
・
二
〇
五 

一
二
・
六
八
九 

九
・
八
三
三 

三
・
七
〇
一 

最
大
取
水
量
（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
秒
） 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号



め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 
第
十
四
条
第
一
号
中
「
熊
谷
地
方
気
象
台
、
市
町
村
」
を
「
関
係
市
町
、
土
地
改
良
区
連
合
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
場
合
」
を
「
と
き
」
に
、
「
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
と
る
も
の
と
す

る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
熊
谷
地
方
気
象
台
」
を
「
前
橋
地
方
気
象
台
及
び
熊
谷
地
方
気

象
台
」
に
、
「
発
せ
ら
れ
た
」
を
「
発
せ
ら
れ
、
洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
水
資
源
開
発
公
団
か
ら
緊
急
放
流
」
を
「
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
か
ら
予
備
警

戒
時
に
お
け
る
放
流
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
異
常
か
つ
重
大
な
状
態
に
関
す
る
報
告
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
頭
首
工
に
関
す
る
異
常
か
つ
重
大
な
状
態
が
発
見
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち

に
、
応
急
の
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
関
係
機
関
の
長
に
対
し
そ
の
旨
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

群
馬
県
知
事 

二 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
理
事
長 

三 

関
東
地
方
整
備
局
長 

四 

関
東
農
政
局
長 

五 

埼
玉
北
部
土
地
改
良
区
連
合
理
事
長 

 

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
前
項
」
を
「
知
事
は
、
前
条
」
に
、
「
標
高
一
一
二
・
一
二
七
メ
ー
ト
ル
以
下
に

な
っ
た
と
き
は
、
土
砂
吐
水
門
を
順
次
閉
扉
す
る
」
を
「
基
準
水
位
で
保
た
れ
る
と
認
め
た
と
き

は
、
土
砂
吐
ゲ
ー
ト
を
閉
じ
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
警
報
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
よ
り
、
頭
首
工
の
上
流
又
は
下

流
に
お
い
て
危
害
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
警
報
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告 
 

示 

  
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

 
 

三
郷
市 

二 

事
業
の
種
類 

 
 

市
道
千
九
百
十
八
号
線
（
埼
玉
県
三
郷
市
幸
房
字
掛
井
堀
向
地
内
か
ら
同
市
茂
田
井
字
大
広

戸
添
地
内
ま
で
）
、
市
道
千
九
百
三
号
線
（
同
市
茂
田
井
字
大
広
戸
添
地
内
か
ら
同
市
茂
田
井

字
用
水
向
地
内
ま
で
）
、
市
道
千
九
百
十
九
号
線
（
同
市
幸
房
字
中
三
尺
道
外
地
内
か
ら
同
市

茂
田
井
字
南
耕
地
地
内
ま
で
）
及
び
市
道
千
九
百
三
十
七
号
線
（
同
市
茂
田
井
字
大
広
戸
添
地

内
か
ら
同
市
茂
田
井
字
南
耕
地
地
内
ま
で
）
改
築
工
事
並
び
に
市
道
七
千
二
十
号
線
新
設
工
事 

三 

起
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
幸
房
字
掛
井
堀
向
、
字
中
三
尺
道
外
及
び
字
上
三
尺
道
外
、
茂
田
井
字
用

水
向
、
字
南
耕
地
及
び
字
大
広
戸
添
、
笹
塚
字
屋
敷
廻
及
び
字
申
切
、
南
蓮
沼
字
道
結
、
字

外
崎
及
び
字
下
沼
並
び
に
大
広
戸
字
目
子
沼
通
及
び
字
深
田
通
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

イ 

法
第
二
十
条
第
一
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
埼
玉
県
三
郷
市
幸
房
字
掛
井
堀
向
地
内
か
ら
同
市
茂
田
井
字
大
広

戸
添
地
内
ま
で
の
延
長
七
百
五
メ
ー
ト
ル
を
現
道
拡
幅
区
間
（
以
下
「
現
道
」
と
い
う
。
）

と
し
、
同
市
茂
田
井
字
大
広
戸
添
地
内
か
ら
同
市
大
広
戸
字
深
田
通
地
内
ま
で
の
延
長
七
百

八
十
メ
ー
ト
ル
を
新
設
区
間
と
す
る
、
全
体
延
長
千
四
百
八
十
五
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
お
け

る
市
道
千
九
百
十
八
号
線
、
市
道
千
九
百
三
号
線
、
市
道
千
九
百
十
九
号
線
及
び
市
道
千
九

百
三
十
七
号
線
改
築
工
事
並
び
に
市
道
七
千
二
十
号
線
新
設
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と

い
う
。
）
で
あ
る
。 

 
 

 

本
件
事
業
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る

市
町
村
道
に
関
す
る
事
業
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
道
路
法
に
よ
る
道
路
に
関

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号



す
る
事
業
に
該
当
す
る
。 

 
 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 
ロ 

法
第
二
十
条
第
二
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

 
市
道
千
九
百
十
八
号
線
、
市
道
千
九
百
三
号
線
、
市
道
千
九
百
十
九
号
線
及
び
市
道
千
九

百
三
十
七
号
線
並
び
に
市
道
七
千
二
十
号
線
（
以
下
「
本
路
線
」
と
い
う
。
）
は
、
道
路
法

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
三
郷
市
長
が
市
道
と
し
て
認
定
し
た
路
線
で
あ
り
、
同
法
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
三
郷
市
が
道
路
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 

起
業
者
で
あ
る
三
郷
市
は
、
必
要
な
用
地
取
得
費
及
び
事
業
費
に
つ
い
て
財
源
措
置
を
講

じ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ハ 

法
第
二
十
条
第
三
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 

 
 

市
道
千
九
百
十
八
号
線
は
、
埼
玉
県
三
郷
市
幸
房
字
掛
井
堀
向
を
起
点
と
し
、
同
市
茂

田
井
字
用
水
向
を
終
点
と
す
る
延
長
約
六
百
九
十
七
メ
ー
ト
ル
の
道
路
で
あ
る
。
ま
た
、

市
道
千
九
百
三
号
線
は
、
同
市
笹
塚
字
屋
敷
廻
を
起
点
と
し
、
同
市
茂
田
井
字
用
水
向
を

終
点
と
す
る
延
長
約
三
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
道
路
で
あ
る
。 

 
 

 
 

さ
ら
に
、
市
道
千
九
百
十
九
号
線
は
、
同
市
幸
房
字
下
三
尺
道
外
を
起
点
と
し
、
同
市

茂
田
井
字
南
耕
地
を
終
点
と
す
る
延
長
約
六
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
道
路
で
あ
り
、
市
道
千

九
百
三
十
七
号
線
は
、
同
市
茂
田
井
字
南
耕
地
を
起
点
と
し
、
同
市
茂
田
井
字
大
広
戸
添

を
終
点
と
す
る
延
長
約
二
百
五
十
一
メ
ー
ト
ル
の
道
路
で
あ
る
。 

 
 

 
 

な
お
、
市
道
千
九
百
十
九
号
線
及
び
市
道
千
九
百
三
十
七
号
線
は
、
道
路
幅
員
が
二
・

八
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
・
三
メ
ー
ト
ル
程
度
の
狭
あ
い
な
道
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
に
自

転
車
や
歩
行
者
が
利
用
し
て
い
る
道
路
で
あ
り
、
幸
房
用
水
路
を
挟
ん
で
市
道
千
九
百
十

八
号
線
及
び
市
道
千
九
百
三
号
線
と
並
行
し
、
三
郷
市
立
幸
房
小
学
校
や
三
郷
市
立
北
中

学
校
の
通
学
路
に
指
定
さ
れ
た
路
線
で
あ
る
。 

 
 

 
 

現
道
が
通
過
す
る
地
域
は
、
常
磐
自
動
車
道
、
東
京
外
環
自
動
車
道
及
び
首
都
高
速
六

号
三
郷
線
と
い
っ
た
高
速
道
路
や
一
般
国
道
二
百
九
十
八
号
線
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
恵
ま
れ

て
い
る
が
、
南
北
方
向
を
結
ぶ
幹
線
道
路
と
し
て
は
、
主
要
地
方
道
三
郷
松
伏
線
及
び
一

般
県
道
上
笹
塚
矢
口
線
（
以
下
「
県
道
区
間
」
と
い
う
。
）
が
通
過
し
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
自
動
車
交
通
は
県
道
区
間
に
集
中
し
、
三
郷
三
丁
目
交
差
点
、
駅
前
大

橋
交
差
点
及
び
幸
房
交
差
点
に
お
い
て
は
、
平
日
の
混
雑
度
が
そ
れ
ぞ
れ
一
・
九
六
、
二
・

〇
六
及
び
一
・
九
六
に
達
し
て
お
り
、
交
通
混
雑
が
発
生
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。 

 
 

 
 

特
に
、
三
郷
三
丁
目
交
差
点
付
近
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
に
実
施
し
た
起



業
者
の
調
査
に
よ
る
と
、三
郷
三
丁
目
交
差
点
を
起
点
と
し
て
駅
前
大
橋
交
差
点
方
向
に
、

最
大
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
渋
滞
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

一
方
、
現
道
は
、
幸
房
用
水
路
を
挟
ん
で
二
本
の
道
路
が
並
行
し
て
い
る
が
、
自
動
車

は
、
主
に
幸
房
用
水
路
の
西
側
を
通
過
し
て
い
る
市
道
千
九
百
十
八
号
線
及
び
市
道
千
九

百
三
号
線
（
以
下
「
西
側
道
路
」
と
い
う
。)

を
通
行
し
て
い
る
。
西
側
道
路
は
道
路
幅

員
が
五
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
・
六
メ
ー
ト
ル
程
度
の
狭
あ
い
な
道
路
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
幹
線
道
路
に
値
す
る
自
動
車
交
通
量
で
あ
り
、
交
通
事
故
が
多
く
発
生
し
て
い

る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
本
路
線
南
側
で
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄
道
整
備
の
一
体

的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
地
区
面
積

約
千
百
四
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
、計
画
人
口
約
一
万
二
千
九
百
人
と
な
る
宅
地
開
発
と
し
て
、

草
加
都
市
計
画
事
業
三
郷
中
央
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
が
、
独
立
行
政
法
人
都

市
再
生
機
構
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
の
事
業
完
了
を
目
指
し
て
施
行
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
路
線
北
側
で
は
、
新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
と
し
て
大
規
模
複
合
開
発
が
行
わ
れ

て
お
り
、
南
北
方
向
を
結
ぶ
幹
線
道
路
の
整
備
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
自
転
車
歩
行
者
道
を
備
え
た
線
形
良
好
な
四
車
線
道
路
が

整
備
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
歩
行
者
や
自
転
車
通
行
の
安
全
性
が
向
上
し
た
幹
線
道
路
と
な

り
、
県
道
区
間
の
交
通
混
雑
の
緩
和
や
現
道
周
辺
に
お
け
る
交
通
事
故
の
軽
減
に
寄
与
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
草
加
都
市
計
画
事
業
三
郷
中
央
一
体
型
特
定
土
地
区

画
整
理
事
業
と
同
時
期
に
供
用
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
郷
市
内
の
南
北
方
向
を
結

ぶ
道
路
網
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

な
お
、
本
件
事
業
に
よ
る
生
活
環
境
等
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
は
、

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
の
実
施

対
象
外
の
事
業
で
あ
る
が
、
起
業
者
が
任
意
で
調
査
、
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
大
気
及
び
振

動
に
つ
い
て
は
、
環
境
基
準
を
満
た
す
結
果
及
び
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
騒
音
に
つ
い
て

は
、
一
部
環
境
基
準
を
超
え
る
値
が
予
測
さ
れ
た
が
、
排
水
性
舗
装
の
施
工
に
よ
り
環
境

基
準
を
満
た
す
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
起
業
者
は
、
当
該
舗
装
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

失
わ
れ
る
利
益 

 
 

 
 

起
業
地
内
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
九
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
起
業
者
が
特

別
な
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 



 
 

 
 

ま
た
、
起
業
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
起
業
地
内
に
お
い
て
保
護
す
べ
き
動
物
と
し
て
、

環
境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
及
び
埼
玉
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
準
絶
滅
危
惧
に
指

定
さ
れ
て
い
る
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ダ
ル
マ
ガ
エ
ル
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
起
業
地
周
辺
の
水

田
全
域
で
生
息
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
埼
玉
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

で
準
絶
滅
危
惧
に
指
定
さ
れ
て
い
る
カ
ワ
セ
ミ
に
つ
い
て
は
、
起
業
地
に
生
息
又
は
繁
殖

を
す
る
環
境
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
起
業
地
以
外
で
生
息
や
繁
殖
を
す
る
移
動
個
体
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
起
業
者
は
、
動
物
が
横
断
で
き
る
構
造
物
等
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
生
息
地
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
本
件
事
業
に
よ
る
こ
れ
ら
希
少
な
動
物
へ
の
影
響
は
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

さ
ら
に
、
起
業
地
に
お
い
て
保
護
す
べ
き
植
物
と
し
て
は
、
環
境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ

ッ
ク
及
び
埼
玉
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
準
絶
滅
危
惧
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
チ
ョ
ウ

ウ
キ
ゴ
ケ
並
び
に
埼
玉
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
準
絶
滅
危
惧
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ミ

ズ
ワ
ラ
ビ
の
二
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
起
業
者
は
こ
れ
ら
の
種
を
生
育
可
能
な
箇
所

へ
移
植
し
、
生
育
環
境
の
保
全
に
努
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
る
こ
れ
ら
希

少
な
植
物
へ
の
影
響
は
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。 

 
 

⑶ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

 
 

 
 

本
件
事
業
は
、
三
郷
市
内
の
南
北
方
向
を
結
ぶ
道
路
網
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
安

全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
を
目
的
と
し
て
、
道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三

百
二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
四
種
第
一
級
の
道
路
の

基
準
に
基
づ
き
、
現
道
拡
幅
及
び
道
路
新
設
に
よ
り
道
路
改
築
を
行
う
事
業
で
あ
り
、
本

件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
道
路
構
造
令
等
に
定
め
る
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
平
成
八
年
五
月
十
日
に
都
市
計
画
決
定
さ
れ
、
平

成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
に
変
更
決
定
さ
れ
た
都
市
計
画
と
、
交
差
点
部
を
除
き
、
基

本
的
内
容
に
つ
い
て
整
合
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益

を
比
較
衡
量
す
る
と
、得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
、

本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ニ 

法
第
二
十
条
第
四
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 



 
 

 
 

ハ
⑴
の
と
お
り
、
現
道
西
側
道
路
は
、
狭
あ
い
な
道
路
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幹

線
道
路
に
値
す
る
自
動
車
交
通
量
で
あ
り
、
自
動
車
、
歩
行
者
等
の
安
全
な
通
行
に
支
障

を
来
し
て
い
る
。
ま
た
、
県
道
区
間
に
お
い
て
も
、
南
北
方
向
を
結
ぶ
幹
線
道
路
の
不
足

に
よ
り
交
通
混
雑
が
発
生
し
て
お
り
、
自
動
車
の
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
来
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
 

 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ホ 

結
論 

 
 

 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充

足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

三
郷
市
役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
都
市
計
画
課 

 



告 
 

示 

  
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

 
 

学
校
法
人
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院 

二 

事
業
の
種
類 

 
 

浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
小
学
校
・
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
中
学
校
・
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
高
等
学

校
美
園
移
転
新
築
事
業 

三 

起
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
崎
字
浅
間
入
、
大
字
大
門
字
西
浦
及
び
大
字
玄
蕃
新
田

字
本
田
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 
 

本
申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る

と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

イ 

法
第
二
十
条
第
一
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
小
学
校
・
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
中
学
校
・
浦

和
ル
ー
テ
ル
学
院
高
等
学
校
美
園
移
転
新
築
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。 

 
 

 

浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
小
学
校
、
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
中
学
校
及
び
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
高

等
学
校
（
以
下
「
当
学
院
」
と
い
う
。
）
は
、
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
で
あ
り
、
本
事
業
は
、
法
第
三
条
第
二
十
一
号

に
掲
げ
る
学
校
に
該
当
す
る
。 

 
 

 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ロ 

法
第
二
十
条
第
二
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

 

当
学
院
は
、
学
校
法
人
聖
望
学
園
が
昭
和
二
十
八
年
に
埼
玉
県
内
で
唯
一
の
私
立
小
学
校

と
し
て
聖
望
学
園
小
学
校
を
設
置
し
、
そ
の
後
、
昭
和
三
十
八
年
に
聖
望
学
園
浦
和
中
学
校
、

昭
和
四
十
五
年
に
聖
望
学
園
浦
和
高
等
学
校
を
設
置
し
た
後
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
に
学

校
法
人
聖
望
学
園
か
ら
分
離
独
立
し
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
法
人
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
と
し
て
埼
玉
県
知
事

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号



の
認
可
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
学
院
を
設
置
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

 
 

 

本
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
開
催
の
学
校
法
人
浦
和

ル
ー
テ
ル
学
院
第
二
百
五
回
理
事
会
に
お
い
て
承
認
を
得
て
い
る
。 

 
 

 
ま
た
、
本
事
業
に
必
要
な
用
地
取
得
費
及
び
事
業
費
に
つ
い
て
も
財
政
措
置
を
講
じ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
起
業
者
で
あ
る
学
校
法
人
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
は
、
本
事
業
を
遂
行
す

る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

し
た
が
っ
て
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ハ 

法
第
二
十
条
第
三
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 

 
 

当
学
院
で
は
、
複
数
の
教
員
が
一
つ
の
科
目
に
対
し
て
役
割
を
分
担
し
、
協
力
し
合
い

な
が
ら
指
導
を
行
う
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
、
十
二
年
間
一
貫
教
育
、
週
五
日
制
、
小

学
校
か
ら
の
英
語
教
育
、
国
際
交
流
な
ど
、
現
在
で
は
公
立
学
校
で
も
取
り
入
れ
始
め
て

い
る
特
色
あ
る
教
育
を
長
く
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、
障
が
い
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
、

接
し
方
へ
の
理
解
を
深
め
、
自
己
及
び
他
者
へ
の
思
い
や
り
や
愛
情
に
つ
い
て
深
く
認
識

で
き
る
よ
う
、
平
成
二
年
か
ら
埼
玉
県
立
浦
和
特
別
支
援
学
校
と
年
間
三
回
の
児
童
交
流

会
を
続
け
て
い
る
。 

 
 

 
 

当
学
院
に
は
計
九
棟
の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
校
舎
や
屋
内
運
動
場
棟
な
ど
六
棟
の

建
物
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
耐
震
基
準
が
定
め
ら
れ
た
昭
和
五
十
六
年
五
月
以
前
に
建
設

さ
れ
て
い
る
た
め
、
起
業
者
は
、
こ
れ
ら
六
棟
に
つ
い
て
平
成
十
九
年
度
に
耐
震
診
断
調

査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
調
査
し
た
建
物
六
棟
の
う
ち
屋
内
運
動
場
棟
を
除
く
五
棟

の
建
物
に
対
し
て
耐
震
補
強
が
必
要
と
診
断
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

こ
の
た
め
、
補
強
計
画
案
を
立
案
し
、
こ
の
補
強
計
画
案
に
基
づ
い
て
耐
震
診
断
調
査

報
告
書
を
作
成
し
て
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
社
団
法
人
埼
玉
建
築
設
計
監
理
協
会
既
存

建
築
物
耐
震
性
能
判
定
委
員
会
に
判
定
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
年
四
月
二
十
四

日
付
け
既
存
建
築
物
耐
震
性
能
判
定
票
に
お
い
て
耐
震
診
断
調
査
報
告
書
は
適
正
で
あ
る

と
判
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
館
棟
の
地
耐
力
度
が
不
明
確
な
た
め
、
補
強
設
計
時
に
地

耐
力
度
を
確
認
す
る
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
本
館
棟
付
近
の
載
荷
試
験
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
本
館
棟
の
一
部
に
は
地
耐
力
が
設
計
基
準
の
三
分
の
二
し
か
満
た
し
て
い
な

い
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

 
 

 
 

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、在
籍
す
る
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
を
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
、

全
て
の
校
舎
が
耐
震
基
準
を
満
た
す
た
め
の
方
策
を
比
較
検
討
し
た
。 

 
 

 
 

ま
ず
、
現
在
地
に
お
い
て
地
盤
改
良
や
耐
震
補
強
を
行
う
場
合
、
本
館
棟
を
残
し
た
ま

ま
そ
れ
を
支
え
る
地
盤
を
補
強
す
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
非
常
に
困
難
で
あ
る
上
、
隣
接

す
る
道
路
へ
の
損
傷
等
の
影
響
も
懸
念
さ
れ
る
。
建
替
え
の
場
合
、
本
館
棟
は
、
隣
接
す



る
三
棟
と
繋
が
っ
て
い
る
た
め
、
各
棟
単
独
で
の
建
替
え
は
困
難
で
あ
り
、
一
度
に
建
て

替
え
る
範
囲
が
広
範
囲
に
及
ん
で
し
ま
う
。
ま
た
、
耐
震
補
強
や
建
替
え
に
は
仮
設
校
舎

の
建
設
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
在
地
の
敷
地
は
狭
く
、
周
辺
に
は
住
宅
や
店
舗
等
が
密
集

し
て
い
る
た
め
、
近
隣
に
仮
設
校
舎
用
の
土
地
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
現
在
地
で
の
耐
震
補
強
や
建
替
え
等
は
不
可
能
な
た
め
、
学
院
の
移
転
新
築

を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
り
、
本
事
業
の
施
行
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

本
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
学
校
生
活
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
現
在
例
外
的
に
遠
隔
地
に
あ
る
荒
川
河
川
敷
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て

使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、本
事
業
で
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
設
置
す
る
計
画
で
あ
り
、

教
育
環
境
は
飛
躍
的
に
改
善
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

な
お
、
移
転
後
は
、
埼
玉
県
が
推
進
す
る
み
ど
り
の
学
校
フ
ァ
ー
ム
を
設
置
し
、
近
隣

農
家
の
援
農
に
寄
与
で
き
る
よ
う
な
取
組
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
学
院
の

施
設
や
人
材
を
活
用
し
た
地
域
公
開
講
座
も
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

非
常
災
害
時
に
地
域
住
民
の
一
時
避
難
所
と
し
て
の
機
能
も
備
え
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

地
域
へ
の
貢
献
も
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

失
わ
れ
る
利
益 

 
 

 
 

起
業
地
の
一
部
に
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
九
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
（
鶴
巻
西
遺
跡
）
が
一
箇
所
存
在
す

る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日
付
け
で
起
業
者
か
ら
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員

会
へ
「
埋
蔵
文
化
財
発
掘
の
届
出
に
つ
い
て
」
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
さ
い
た
ま
市
教
育

委
員
会
が
同
年
十
二
月
五
日
に
試
掘
・
確
認
調
査
を
実
施
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
結
果
、
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
付
け
教
生
文
第
三
千
十
八
号
で
「
土
木
工
事
等
に
つ

い
て
は
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
た
め
、
慎
重
に
施
工
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
の
回

答
を
得
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
起
業
者
に
お
け
る
工
事
施
工
中
に
文
化
財
を
発
見
し
た
場

合
に
は
、
現
状
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
、
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
に
報
告
し
、

協
議
の
上
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
起
業
地
内
に
は
、
重
要
な
動
物
の
分
布
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

 
 

し
か
し
な
が
ら
、
周
辺
地
域
に
お
け
る
オ
オ
タ
カ
の
営
巣
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

二
次
草
地
に
重
要
な
植
物
種
が
生
育
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
起
業
者
は
、

自
然
環
境
調
査
を
実
施
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
結
果
、
オ
オ
タ
カ
の
営
巣
に
つ
い
て
は
起
業
地
の
南
側
約
五
百
メ
ー
ト
ル
で
二
例



確
認
さ
れ
た
が
、
起
業
地
内
の
営
巣
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
起
業
地
内
に
は
オ
オ

タ
カ
の
営
巣
可
能
な
樹
木
は
分
布
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
事
業
に
伴
う
影
響
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
過
去
の
営
巣
地
が
起
業
地
か
ら
離
れ
た
北
側
地
域
で
確
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
起
業
地
内
の
北
側
に
は
樹
木
を
配
置
し
、
建
築
物
出
現
に
よ
る

影
響
を
緩
和
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
希
少
な
植
物
に
つ
い
て
は
、
カ
ワ
ヂ
シ
ャ
及
び
ア
ゼ
テ
ン
ツ
キ
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
起
業
地
内
に
移
植
地
を
確
保
し
、
移
植
に
よ
り
保
全
す
る
こ
と
と
し
た
。
移
植
に

あ
た
っ
て
は
、
専
門
家
の
助
言
を
受
け
、
適
正
な
移
植
時
期
等
に
留
意
の
上
、
こ
れ
ら
の

種
の
埋
土
種
子
を
採
取
し
、
乾
燥
保
存
し
た
後
、
工
事
完
了
後
の
移
植
地
整
備
後
に
播
種

を
行
う
。
播
種
後
は
生
育
状
況
を
定
期
的
に
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
散
水
や
施
肥
を
行

う
な
ど
、
適
切
に
生
育
管
理
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
対
策
に
よ
り
、
本
事
業
が
希
少
な
動
植
物
に
与
え
る
影
響
は
極
め
て
軽
微
で

あ
る
と
考
え
る
。 

 
 

⑶ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

 
 

 
 

耐
震
補
強
が
必
要
と
診
断
さ
れ
た
建
物
を
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
放
置
す
る
と
、
災
害
時

に
は
校
舎
の
倒
壊
や
一
部
破
損
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
児
童
生
徒
の
生
命
に
危
険
が

及
ぶ
こ
と
は
も
と
よ
り
、
当
学
院
の
み
な
ら
ず
、
近
隣
住
民
や
道
路
使
用
者
の
利
益
を
著

し
く
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
繰
り
返
し
増
改
築
を
行
っ
た
結
果
、
避
難
経
路
が
複

雑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
円
滑
な
避
難
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
災
害
で
強
度
の
低
下
し
て
い
る
校
舎
付
近
に
児
童
生
徒
を
待
機
さ
せ
る
こ
と
は
非
常

に
危
険
で
あ
り
、
校
庭
は
児
童
生
徒
の
一
時
的
避
難
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
。 

 
 

 
 

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
在
籍
す
る
児
童
生
徒
の
安
全
の
確
保
を
最
重
要

課
題
と
位
置
付
け
、
地
盤
改
良
、
校
舎
の
建
替
え
、
耐
震
補
強
等
、
全
て
の
校
舎
が
耐
震

基
準
を
満
た
す
た
め
の
方
策
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
移
転
新
築
に
よ
る
方
法
以
外
は
、

社
会
的
、
経
済
的
、
技
術
的
に
施
工
が
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
本
事
業
に
必
要
な
用
地
に

つ
い
て
は
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
起
業
者
は
起
業
地
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
三
箇
所
の
候
補
地
を
選
定
し
て

総
合
的
な
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校

の
三
つ
の
学
校
に
求
め
ら
れ
る
設
置
基
準
上
の
必
要
面
積
が
確
保
で
き
る
こ
と
、
②
現
在

地
か
ら
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
十
分
程
度
の
距
離
に
あ
り
、
埼
玉
高
速
鉄
道
線
浦
和
美
園
駅
か

ら
約
一
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
校
生
の
生
活
を
大
き
く
変
更

す
る
こ
と
な
く
通
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
③
見
沼
地
区
の
東
に
位
置
し
、
利
便

性
と
緑
地
帯
と
を
併
せ
持
つ
希
少
な
場
所
で
あ
り
、
教
育
環
境
に
優
れ
て
い
る
こ
と
、
④



学
校
の
名
称
に
「
浦
和
」
を
冠
し
て
い
る
が
、
旧
浦
和
市
内
の
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
名

称
変
更
が
必
要
な
い
こ
と
の
理
由
に
よ
り
本
起
業
地
を
選
択
し
て
お
り
、
そ
の
選
択
は
、

適
正
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
学
校
生
活
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を

比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
、

本
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法

第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ニ 

法
第
二
十
条
第
四
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 
 

 
 

ハ
⑶
の
と
お
り
、
耐
震
補
強
が
必
要
と
診
断
さ
れ
た
建
物
を
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、

児
童
及
び
生
徒
の
生
命
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
早
期
に

安
全
な
学
校
生
活
が
送
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
本
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
 

 
 

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に

と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ホ 

結
論 

 
 

 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足

す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
緑
区
役
所
区
民
生
活
部
総
務
課 



告 
 

示 

  
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に

基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五

ト
ン
で
あ
る
道
路
を
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
間 

二 

指
定
す
る
期
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

一
般
国
道 

一
般
国
道 

一
般
国
道 

種 

類 

二
百
九
十
九

号 二
百
五
十
四

号 百
二
十
五
号 

路 

線 

名 
飯
能
市
大
字
中
山
字
角
逎
三
二
四
番
二
地
先
か
ら 

飯
能
市
東
町
一
一
二
番
六
地
先
ま
で 

川
越
市
大
字
渋
井
字
街
道
端
九
七
六
番
一
地
先
か
ら 

川
越
市
大
字
小
仙
波
字
坂
下
九
九
九
番
九
地
先
ま
で 

加
須
市
大
字
北
小
浜
字
堂
前
一
二
六
番
番
一
地
先
か
ら 

羽
生
市
大
字
須
影
字
下
戸
ノ
内
一
〇
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
                

間 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号



告 
 

示 

  
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指

定
し
、
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ

ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
間 

二 

指
定
す
る
期
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

三 

通
行
方
法 

 

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、

次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

走
行
位
置
の
指
定 

 

上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が

あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設

等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空

障
害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。 

ロ 

後
方
警
戒
措
置 

 

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸

法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二

県
道 

県
道 

県
道 

種 

類 

上
尾
環
状
線 

蓮
田
鴻
巣
線 

蓮
田
鴻
巣
線 

路  

線  

名 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
赤
羽
四
一
三
七
番
一
地
先

か
ら 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
別
所
二
九
六
〇
番
五
地
先

ま
で 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
宮
寺
五
〇
四
八
番
四
地
先

か
ら 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
間
松
一
〇
三
四
番
一
〇
地

先
ま
で 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
志
ノ
﨑
一
八
九
七
番
三
地

先
か
ら 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
浅
間
二
九
三
一
番
一
地
先

ま
で 

区 
               

間 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号



メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射

塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見

や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。 

ハ 
道
路
情
報
の
収
集 

 

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道

路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。 



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
〇
―
二
五
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
北
中
曽
根
字
下
新
田
前
六
十
八
番
一 

外
七
百
二
十
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
万
六
千
五
百
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
号



 

告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号



 

告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
桶
川
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号



 

告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
桶
川
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号



 

告 
 

示 

 
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
桶
川
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号



告 
 

示 

 
富
士
見
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号



告 
 

示 

  
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日 

二 

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名 

 
 

鎌
田 

慊
雄 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別 

 
 

二
級
建
築
士 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
登
録
番
号 

 
 

第
三
九
一
四
号 

五 

免
許
取
消
し
の
理
由 

 
 

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
る 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 

一 

男 
 

 
  

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

東
京
所
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新
Ｂ 

旧
Ａ 

新
Ａ 

旧 

新 

別 

所
沢
市
大
字
久
米
字
大
下
一
二
番

一
〇
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口
字

村
中
四
一
一
番
一
〇
地
先
ま
で 

所
沢
市
大
字
北
秋
津
字
上
川
原
六

三
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口

字
村
中
四
一
一
番
六
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 

八
三
・
〇
〇 

  

七
・
六
一
～ 

 
 

 
 

 

三
二
・
四
〇 

 
 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

二
二
二
四
・
〇
〇 

三
四
三
七
・
〇
〇 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

     

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

内 

藤 

敏 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

二
百
九
十
九
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

 

飯
能
市
柳
町
四
四
四
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
笠
縫
字
稲
荷
原
四
三
九
番

三
地
先
ま
で 

 
区 

 
 

 

間 

 

九
・
三
九
～ 

 
 

 
 

一
〇
・
六
二 

  

六
・
八
七
～ 

 
 

 
 

八
・
〇
九 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

一
三
七
・
〇
〇 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

道
路
法
第
十
七
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
く
歩

道
の
新
設 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

巻 

和 

彦 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

藤
倉
吉
田
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
藤
倉
字
薬
沢
二

四
六
九
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町

藤
倉
字
八
谷
二
四
一
八
番
六
地
先

ま
で 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
藤
倉
字
薬
沢
二

四
六
九
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町

藤
倉
字
八
谷
二
四
一
八
番
九
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

五
・
四
〇
～ 

九
・
五
一 

 

三
・
二
二
～ 

五
・
五
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
九
六
・
〇
〇 

一
九
六
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
改
築
工
事
に
伴
う

道
路
の
拡
幅 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

巻 

和 

彦 

                         



 

 

 

 

  

藤
倉
吉
田
線 

  

路 
 

線 
 

名 

    

秩
父
郡
小
鹿
野
町
藤
倉
字
薬
沢
二
四
六
九

番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
藤
倉
字
八
谷
二

四
一
八
番
六
地
先
ま
で 

    

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
二
十
五
年
三

月
二
十
六
日
付
け
埼

玉
県
秩
父
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
九

号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
一
九
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

巻 

和 

彦 

                         



 

 

 

 

  

石
間
下
吉
田
線 

  

路 
 

線 
 

名 

   

秩
父
市
下
吉
田
字
矢
畑
五
八
六
四
番
一
地

先
か
ら
同
市
下
吉
田
字
矢
畑
五
八
七
三
番

一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示

す
る
部
分
に
限
る
。
） 

    

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
二
十
二
年
三

月
二
十
六
日
付
け
埼

玉
県
秩
父
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
三

号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
一
部
の

供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
九
三
・
〇
〇
メ

ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

加
須
北
川
辺
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 

新 

別 

加
須
市
下
樋
遣
川
字
南
瀬
田
和 

五
五
六
番
一
地
先
か
ら 

 

同
市
下
樋
遣
川
字
南
瀬
田
和 

五
四
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
〇
・
九
四
～ 

 
 

 

三
三
・
〇
九 

九
・
一
八
～ 

一
五
・
三
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
二
〇
・
八
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
良
工
事 

 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 



 

   

加
須
北
川
辺
線 

  

路 

線 

名 

加
須
市
下
樋
遣
川
字
南
瀬
田
和 

五
五
六
番
一
地
先
か
ら 

 

同
市
下
樋
遣
川
字
南
瀬
田
和 

五
四
〇
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

道
路
改
良
工
事
に
よ
る
。 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
付

け
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
八
号
で
告
示
し
た
道
路

区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
二
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
一
四
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
一
三
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
上
野
東
四
丁
目
一
〇
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
成
瀬
八
三
三
番
地
五 

 
 

株
式
会
社
シ
マ
ダ
住
建 

代
表
取
締
役 

島
田 

將
男 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
一
一
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
一
三
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
川
島
字
天
沼
一
八
四
九
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
南
吉
見
二
〇
七
四
番
地
二
三
〇 

 
 

宮
下
商
事 

宮
下 

武 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
九
七
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
一
二
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
下
里
字
山
下
一
四
一
一
番
一
、
一
四
一
一
番
三
、
一
四
一
一
番

七
、
一
四
一
二
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
下
里
一
四
一
一
番
地
三 

 
 

森
田 

大
介
・
森
田 

み
ず
き 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
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１ 業務委託の概要等 

 （１） 業務委託の名称 

       ２５大委第７－１号 浄水発生土収集運搬業務委託 

 （２） 履行場所 

       埼玉県さいたま市桜区大字在家 地内 

 （３） 履行期間 

契約確定の日から平成２６年３月２８日まで 

 （４） 業務委託の概要 

    本業務は、大久保浄水場で発生する浄水発生土を、同浄水場から、以下の

とおり運搬するものである。 

   ア 運搬先住所： 埼玉県日高市原宿７２１ 

   イ 運搬予定数量： １５，０００トン 

 （５） 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シ

ステムの利用者登録をしていない業者については、紙媒体による入札書の郵

送又は持参による入札も認める。また、入札金額には 1 トン当たりの税抜き

単価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に

当該金額の 5 パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 105 分の 100

に相当する金額を入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第 1 項の規定に該

当しない者であること。 

（２）埼玉県公営企業財務規程（昭和 39 年公営企業管理規程第 5 号。以下   

「財務規程」という。）第 120 条の規定により埼玉県企業局の一般競争

入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申

立てがなされている者でないこと、又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、更生手続開始決定又は再生手続開始決定を受けている者を除く。 

  (４) 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要



な資格等に関する告示（平成 24 年埼玉県告示第 1086 号）に基づく物品等競争

入札参加資格者名簿に、業種区分が「建築物の管理に関する業務」のＡ又はＢ

等級として格付された者のうち、営業品目（大分類）が「廃棄物処理業務」、

営業品目（小分類）が「産業廃棄物」に登録された者であること。 

  (５) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、企業局の契約に係る入札参加

停止等の措置要領（平成 21 年 4 月 1 日施行）に基づく入札参加停止措置を受

けていない者であること。 

  (６) 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る暴力団排除

措置要綱（平成 23 年 12 月 16 日施行）に基づく入札参加除外措置を受けてい

ない者であること。 

(７) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 14 条第

１項の規程による埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可（事業範囲に「汚泥」

が含まれているものに限る。）を受けていること。 

(８) 契約の締結日にかかわらず平成 15 年 3 月 27 日から本件入札の公告日まで

の間に、国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平

成 13 年政令第 34 号）第 1 条に規定する法人を含む。）、地方公共団体（埼玉県

が出資する指定法人を含む。）又は日本下水道事業団との請負契約又は業務委

託契約により、下水汚泥、下水汚泥焼却灰及び浄水発生土のうち、いずれかの

収集運搬業務を履行した実績を有すること。 

３ 入札書の提出場所等 

  (１) 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

      〒338-0814 埼玉県さいたま市桜区大字宿 618  

 埼玉県企業局大久保浄水場総務部総務担当 電話 048-856-5220（直通） 

  (２) 入札説明書及び仕様書の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情報

等の閲覧」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

  上記（１）の交付場所において交付する(事前に電話により連絡すること。)。 

  (３) 入札書受付期間 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成 25 年 5 月 14 日(火）午後５時

まで。 



イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

(ｱ) 郵送の場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成 25 年 5 月 14 日（火）午後 5

時まで（必着）。 

なお、書留郵便又は簡易書留郵便によること。 

(ｲ) 持参の場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成 25 年 5 月 14 日（火）午後 5

時まで 

  (４) 開札の場所及び日時 

       埼玉県大久保浄水場事務棟１階事務室 

平成 25 年 5 月 15 日(水)午前 10 時 00 分 

４ その他 

(１)  契約手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

(２)  入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金 

入札者は見積もった契約金額に１(４)イに定める予定数量を乗じた金額

に入札保証金の率（100 分の５以上）を乗じた額を納付するものとする。た

だし、財務規程第 123 条第２項の規定に該当する場合は免除する。 

     イ 契約保証金 

契約の相手方は、契約金額に１(4)イに定める予定数量を乗じた金額に契約

保証金の率（100 分の 10 以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、

財務規程第 110 条第２項第１号の規定に該当する場合は免除する。 

 (３) 入札者に要求される事項 

 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成 25 年 4 月 22 日（月）午後 5 時までに提出し、競争

入札参加資格の確認を受けなければならない。また、入札事務の担当者から、

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

     ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

     イ 紙媒体の書類を上記 3(1)の提出場所に郵送し、又は持参する。なお、郵

送の場合は、書留郵便又は簡易書留郵便によること。 

 (４) 入札の無効 

     次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 



    イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札 

    ウ 財務規程第 127 条又は埼玉県公営企業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成 7 年埼玉県公営企業管理規程第 13 号）第９条の規

定に該当する入札 

 (５) 契約書作成の要否 

    要 

 (６) 落札者の決定方法 

 財務規程第 124 条に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 (７) 手続における交渉の有無 

       無 

 (８) 競争入札参加資格の付与 

上記２(4)に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望する者は、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資格

受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類を平成

25 年 4 月 22 日（月）までに埼玉県総務部入札審査課入札参加資格審査担当（〒

330-9301  埼玉県さいたま市浦和区高砂 3 丁目 15 番 1 号 電話 048-830-5775

（直通））に提出すること。 

 (９) 支払条件 

 発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金

を受注者に支払うものとする。 

 (10) 特記事項 

本件入札は、対象となる調達に係る平成 25 年度予算が議決されなかったと

き又は減額があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

また、本件入札とは別に調達する浄水発生土の処分業務委託が契約できな

いときにおいても、調達手続きを延期し、又は停止することがある。 

(11)  その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

(1) Nature and Quality of the Required Service  

Collection and Transportation of Soil produced through the Filtration 

Process 

a) Place of Departure : Okubo Water Filtration Plant 

b) Destination : 721 Harajuku, Hidaka City, Satiama-ken 

c) Scheduled Quantity : 15,000 Tons  



(2) Deadline for Submissions: 

By the electronic bidding system: 5:00 p.m., May 14, 2013(bidding by 

registered mail must be received by 5:00 p.m., May 14, 2013) 

(3) Contact Information: 

General Affairs Division  

Okubo Water Filtration Plant, Bureau of Public Enterprise  

Saitama Prefectural Government 

618 Shuku, Sakura-ku, Saitama City, Saitama-ken, 338-0814, Japan 

Telephone : 048-856-5220 
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１ 業務委託の概要等 

 （１） 業務委託の名称 

       ２５新委第１５－１－２号 浄水発生土収集運搬業務委託 

 （２） 履行場所 

       埼玉県三郷市南蓮沼 地内 

 （３） 履行期間 

契約確定の日から平成２６年３月２８日まで 

 （４） 業務委託の概要 

    本業務は、新三郷浄水場で発生する浄水発生土を、同浄水場から、以下の

とおり運搬するものである。 

   ア 運搬先住所： 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1 番１ 

   イ 運搬予定数量： １３，０００トン 

 （５） 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シ

ステムの利用者登録をしていない業者については、紙媒体による入札書の郵

送又は持参による入札も認める。また、入札金額には 1 トン当たりの税抜き

単価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の 

１００に相当する金額を入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者であること。 

（２）埼玉県公営企業財務規程（昭和 39 年公営企業管理規程第 5 号。以下   

「財務規程」という。）第１２０条の規定により埼玉県企業局の一般競

争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申

立てがなされている者でないこと、又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、更生手続開始決定又は再生手続開始決定を受けている者を除く。 

  (４) 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要



な資格等に関する告示（平成 24 年埼玉県告示第 1086 号）に基づく物品等競争

入札参加資格者名簿に、業種区分が「建築物の管理に関する業務」のＡ又はＢ

等級として格付された者のうち、営業品目（大分類）が「廃棄物処理業務」、

営業品目（小分類）が「産業廃棄物」に登録された者であること。 

  (５) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、企業局の契約に係る入札参加

停止等の措置要領（平成 21 年 4 月 1 日施行）に基づく入札参加停止措置を受

けていない者であること。 

  (６) 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る暴力団排除

措置要綱（平成 23 年 12 月 16 日施行）に基づく入札参加除外措置を受けてい

ない者であること。 

(７) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第１４条第

１項の規定による埼玉県及び神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可（事業範

囲に「汚泥」が含まれているものに限る。）を受けていること。 

(８) 契約の締結日にかかわらず平成１５年３月２７日から本件入札の公告日ま

での間に、国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平

成 13 年政令第 34 号）第 1 条に規定する法人を含む。）、地方公共団体（埼玉県

が出資する指定法人を含む。）又は日本下水道事業団との請負契約又は業務委

託契約により、下水汚泥、下水汚泥焼却灰及び浄水発生土のうち、いずれかの

収集運搬業務を履行した実績を有すること。 

３ 入札書の提出場所等 

  (１) 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

      〒341-0028 埼玉県三郷市南蓮沼 1 番地  

 埼玉県新三郷浄水場 総務担当 電話 048-953-6565 

  (２) 入札説明書及び仕様書の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情報

等の閲覧」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

   上記（1）の交付場所において交付する。(事前に電話により連絡すること。) 

  (３) 入札書受付期間 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成２５年５月１４日(火）午後５

時まで。 



イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

(ｱ) 郵送の場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成２５年５月１４日（火）午後

５時まで（必着）。 

なお、書留郵便又は簡易書留郵便によること。 

(ｲ) 持参の場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成２５年５月１４日（火）午後

５時まで。 

 (４) 開札の場所及び日時 

       埼玉県新三郷浄水場 

平成２５年５月１５日(水)午前９時３０分 

４ その他 

(１)  契約手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

(２)  入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金 

入札者は見積もった契約金額に１(４)イに定める予定数量を乗じた金額

に入札保証金の率（100 分の 5 以上）を乗じた額を納付するものとする。た

だし、財務規程第１２３条第２項の規定に該当する場合は免除する。 

     イ 契約保証金 

契約の相手方は、契約金額に１(４)イに定める予定数量を乗じた金額に契

約保証金の率（100 分の 10 以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、

財務規程第１１０条第２項第１号の規定に該当する場合は免除する。 

 (３) 入札者に要求される事項 

 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成２５年４月２２日（月）午後５時までに提出し、競

争入札参加資格の確認を受けなければならない。また、入札事務の担当者から、

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

     ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

     イ 紙媒体の書類を上記３(１)の提出場所に郵送し、又は持参する。なお、郵

送の場合は、書留郵便又は簡易書留郵便によること。 

 (４) 入札の無効 

     次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 



    イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札 

    ウ 財務規程第１２７条又は埼玉県公営企業の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める規程（平成 7 年埼玉県公営企業管理規程第 13 号）第９条の

規定に該当する入札 

 (５) 契約書作成の要否 

    要 

 (６) 落札者の決定方法 

 財務規程第１２４条に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低の価格

をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 (７) 手続における交渉の有無 

       無 

 (８) 競争入札参加資格の付与 

上記２(４)に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望する者は、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資格

受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類を平成

２５年４月２２日（月）までに埼玉県総務部入札審査課入札参加資格審査担当

（〒330-9301  埼玉県さいたま市浦和区高砂 3 丁目 15 番 1 号 電話

048-830-5775（直通））に提出すること。 

 (９) 支払条件 

 発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から３０日以内に当該代

金を受注者に支払うものとする。 

 (10) 特記事項 

本件入札は、対象となる調達に係る平成２５年度予算が議決されなかった

とき又は減額があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

また、本件入札とは別に調達する浄水発生土の処分業務委託が契約できな

いときにおいても、調達手続きを延期し、又は停止することがある。 

(11)  その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

(1) Nature and Quality of the Required Service:  

Collection and Transportation of Soil produced through the Filtration 

Process 

a) Place of Departure : Shin-Misato Water Filtration Plant 

b) Destination : 1-1 Asanocho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa-ken 

c) Scheduled Quantity : 13,000 Tons  



(2) Deadline for Submissions: 

By the electronic bidding system: 5:00 p.m., May 14, 2013(bidding by 

registered mail must be received by 5:00 p.m., May 14, 2013) 

(3) Contact Information: 

General Affairs Division: 

Shin-Misato Water Filtration Plant, Bureau of Public Enterprise  

Saitama Prefectural Government 

1 Minamihasunuma, Misato City, Saitama-ken, 341-0028, Japan  

Telephone : 048-953-6565 

 



告  示 

埼玉県公安委員会告示第62号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の31第１項の規定により都道府県交通安全活動

推進センターとして指定した財団法人埼玉県交通安全協会から、交通安全活動推進センターに

関する規則（平成10年国家公安委員会規則第３号）第３条第１項の規定に基づく変更の届出が

あったので、同条第２項の規定により公示する。 

  平成25年３月26日 

                     埼玉県公安委員会委員長 靑 葉 昌 幸 

変更に係る

事項 
変更前 変更後 

変更しようとする

年月日 

名称 
財団法人埼玉県交通安全

協会 

一般財団法人埼玉県交通

安全協会 
平成25年４月１日 

 


	20130326.pdf
	0001-20130326定期2478規則0008-tokureijyoureikisoku
	0002-20130326定期2478規則0009-kisoku2013
	0003-20130326定期2478規則0000-kisoku
	0004-20130326定期2478規則0000-kouekitekihoujin250326
	0005-20130326定期2478告示0336-niizasishougaishawomamorukai
	0006-20130326定期2478告示0337-kokujiyproject
	0007-20130326定期2478告示0338-siteikokuji
	0008-20130326定期2478告示0339-kaiseikokuji
	0009-20130326定期2478告示0340-04kazokokuji
	0010-20130326定期2478告示0341-6-2hanazonoshoppingcenter
	0011-20130326定期2478告示0342-sattenoushin
	0012-20130326定期2478告示0343-reibundai28gou
	0013-20130326定期2478告示0344-kannagawakanrikitei
	0014-20130326定期2478告示0345-jigyoninteimisato
	0015-20130326定期2478告示0346-jigyoninteiruteru
	0016-20130326定期2478告示0347-omosa
	0017-20130326定期2478告示0348-takasa
	0018-20130326定期2478告示0349-kokuji(2010-25-1)
	0019-20130326定期2478告示0350-01satteseikaiho
	0020-20130326定期2478告示0351-02sattekuikikubun
	0021-20130326定期2478告示0352-03sattedouro
	0022-20130326定期2478告示0353-01okegawaseikaiho
	0023-20130326定期2478告示0354-02okegawakuikikubun
	0024-20130326定期2478告示0355-03okegawadouro
	0025-20130326定期2478告示0356-fujimikokuji
	0026-20130326定期2478告示0357-kokuji1
	0027-20130326定期2478告示0000-tokyotokorozawasen
	0028-20130326定期2478告示0000-kuiki
	0029-20130326定期2478告示0000-282fuzikurayosida
	0030-20130326定期2478告示0000-282fuzikurayosida2
	0031-20130326定期2478告示0000-363isamasimoyosida
	0032-20130326定期2478告示0000-kazokitakawabe_Kokuji_H250326_kuikihenkou
	0033-20130326定期2478告示0000-kokujiH250326_kyouyoukaisi_kazokitakawabe
	0034-20130326定期2478告示0000-kokuzi.48
	0035-20130326定期2478告示0000-kokuzi.51
	0036-20130326定期2478告示0000-kokuzi.52
	0037-20130326定期2478告示0000-kokuzi.53
	0038-20130326定期2478告示0000-okubo-kokuji
	0039-20130326定期2478告示0000-shinmisato-kokuji
	0040-20130326定期2478告示0000-kokuji

